
戸田市外部評価委員会の公募委員応募資格等に関する基準 

          

（趣旨） 

第１条 この基準は、戸田市外部評価委員会の公募委員（以下「公募委員」と

いう。）に応募しようとする者（以下「応募者」という。）等の資格に係る

取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

（申込方法） 

第２条 応募者は、所定の申込書により、申込みをしなければならない。 

（応募資格） 

第３条 応募者は、令和８年２月１日現在、次のいずれかに該当していなけれ

ばならない。 

(1) 市内に住所を有する者 

(2) 市内の事業所に勤務する者 

(3) 市内で就学する者 

(4) その他市長が公募委員として適当であると認める者 

（欠格事項） 

第４条 市長は、申込みがあった者のうち、次の各号のいずれかに該当するも

のは、公募委員の選考対象者から除外するものとする。 

 (1) 戸田市外部評価委員会の公募委員募集要領に定める基準日において、満

１８歳未満の者 

(2) 公募委員として、中立性及びその品位を損なうおそれのあるとき。 

(3) 公募委員の地位を利用し、政治活動又は宗教活動を行うおそれのあると

き。 

(4) 公募委員として、公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれのある

とき。 

(5) 公募委員として、施設及び設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある

とき。 

(6) 社会的信用を失墜するような行為があったとき。 

(7) 申込内容を偽り、又は誤りを知りながら訂正せず申込みを行ったとき。 

(8) その他公募委員として妥当でないと市長が認めるとき。 

（その他） 

第５条 この基準に定めるもののほか、公募委員の応募資格等に関し必要な事

項は、別に定める。 

附 則 

この基準は、令和８年２月１日から施行する。 


